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１ 議 事 日 程 

   〔平成31年太宰府市議会 建設経済常任委員会〕 

                                    平成31年３月19日 

                                    午前 10 時 03 分 

                                    於 全員協議会室 

 日程第１ 議案第26号 太宰府市下水道条例の一部を改正する条例について 

２ 出席委員は次のとおりである（６名）        

  委 員 長  宮 原 伸 一 議員      副委員長  上     疆 議員 

  委  員  橋 本   健 議員      委  員  村 山 弘 行 議員 

    〃    入 江   寿 議員        〃    堺     剛 議員 

３ 欠席委員は次のとおりである 

   な   し 

４ 太宰府市議会委員会条例第18条により説明のため出席した者の職氏名（９名） 

  都市整備部長  井 浦 真須己        観光経済部長  藤 田   彰 

  都市計画課長  木 村 昌 春        建 設 課 長  山 口 辰 男 

          木 村 幸代志                中 島 康 秀 

  上下水道課長  佐 藤 政 吾        上下水道施設課長  小 栁 憲 次 

          伊 藤   剛 

５ 職務のため委員会に出席した事務局職員の職氏名（３名） 

  議会事務局長  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  斉 藤 正 弘 

        

 

 

  

産業振興課長併
農業委員会事務局長 

観光推進課長兼 
国際・交流課長 

建設課用地担当課長兼 
県事業整備担当課長 
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              開会 午前10時03分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（宮原伸一委員） 定足数に達しておりますので、ただいまから建設経済常任委員会を開

催いたします。 

 本日は、当委員会におきまして３月４日に審査いたしました議案第26号につきまして、先ほ

ど本会議において議案の訂正が承認されましたので、再審査を行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第２６号 太宰府市下水道条例の一部を改正する条例について 

○委員長（宮原伸一委員） 日程第１、議案第26号「太宰府市下水道条例の一部を改正する条例に

ついて」を議題といたします。 

 執行部の補足説明をお願いいたします。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤政吾） 議案第26号「太宰府市下水道条例の一部を改正する条例について」

ご説明申し上げます。 

 今回、建設経済常任委員会委員の皆様におかれましては、再審査のため再度建設経済常任委

員会を開催していただき、誠にありがとうございます。 

 今回の条例の改正内容につきまして、再度ご説明申し上げます。 

 改正内容は、消費税法が改正されたことに伴う現行下水道使用料の改定であり、第17条の別

表につきまして、それぞれ消費税転嫁、８％を10％に引き直すものでございます。 

 今回、再審査をしていただく内容は、改正の趣旨を変更するものではなく、金額の一部を誤

って記載していたものでございました。 

 具体的な訂正箇所といたしましては、下水道使用料31から40までの使用料でございまし

て、正しくは236円50銭に改正をお願いするものでございます。 

 今後は、一層のチェック体制を強化するなど、なお一層の防止策を講ずるよう努めてまいり

ます。 

 このたびは大変申しわけございませんでした。 

 よろしくご審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（宮原伸一委員） 説明は終わりました。 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（宮原伸一委員） これで質疑を終わります。 

 次に討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 村山委員。 
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○委員（村山弘行委員） 前回の委員会でも消費税関連ということで、反対の討論に立たさせてい

ただきました。金額が変わったということだけでございますけれども、一応意思表示としては

そのようにしておきたいというふうに思います。 

○委員長（宮原伸一委員） ほかに討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（宮原伸一委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第26号「太宰府市下水道条例の一部を改正する条例について」を原案のとおり可決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

              （多数挙手） 

○委員長（宮原伸一委員） 多数挙手です。 

 よって、議案第26号については原案のとおり可決するべきものと決定いたしました。 

              〈原案可決 賛成４名、反対１名 午前10時06分〉 

○委員長（宮原伸一委員） 今からお互い気をつけていきたいと思いますので、どうかよろしくお

願いいたします。 

 これで審査は終了いたしました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（宮原伸一委員） ここでお諮りいたします。 

 委員会の審査内容の結果報告につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（宮原伸一委員） 異議なしと認め、委員会の審査内容と結果の報告につきましては、委

員長に一任とすることに決定いたしました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（宮原伸一委員） これをもちまして建設経済常任委員会を閉会いたします。 

              閉会 午前10時07分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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 太宰府市議会委員会条例第27条により、上記のとおり建設経済常任委員会の会議次第を書記に記 

録させ、その内容が正確であることを証するためここに署名します。 

 

              令和元年５月21日 

 

 

               建設経済常任委員会 委員長  宮 原 伸 一 

 


